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第５回 自治基本条例市民会議 ～開催記録～ 

 

●開催日  平成 22 年３月 16 日（火） 

●時 間 午後７時００分～午後９時０0 分 

●場 所 市役所南庁舎 ５階 第５会議室 B 

●内 容 １．開 会 

２．あいさつ 

３．前回のおさらい 

４．グループワーク『論点について考えよう！ その３』 

５．閉 会 

 

●参加者 

メンバー14 名（市民 12 名、職員 2 名） 

事務局（企画政策課４名） 

コンサルタント 2 名 

 

●会議の記録 

１．開 会 

 

２．あいさつ 

・ 企画政策課主幹よりあいさつ 

 

３．前回のおさらい 

・ 事務局より、配布資料を用いて、第４回会議の検討成果について振り返りを行うととも

に、検討結果資料について説明した。 

 

４．グループワーク『論点について考えよう！ その３』 

・ コンサルタントより、本日のグループワークの内容および進め方を説明した。 

・ A と B の２つのグループに分かれて、『論点について考えよう！ その３』をテーマに、

「前文・基本理念、条例の位置づけ」や「条例の名称」について話し合うとともに、そ

の他の項目も含めてこれまでの検討結果について確認した。 

・ 最後に、グループでの話し合いの成果を代表者が発表した。 

 

５．閉 会 

・ 企画政策課長よりお礼のあいさつ 

・ 今後の検討スケジュール等を報告し、自治基本条例市民会議を閉会した。 
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●グループワークの成果 ～論点について考えよう！ その３～ 

 

A グループ 

＜「前文・基本理念・条例の位置づけ」について考えよう！＞ 

区分 内容 

前文 

（基本理念） 

１段落目 

◯ 「歴史を作る最前線に位置」は浮いている、表現がおかしい 

・ 「国境にある城下町として‥」などに簡潔に 

・ 「ものづくり発祥の地」や「東西文化が行き交う」という表現は良い 

・ よさみの鉄塔が選ばれてつくられたくらい良い地だということを書く 

２段落目 

◯ 「常に多くの人が集い‥」の「常に」をとる 

◯ 「誰もが住みやすいと感じられ‥」は「誰もが住みやすく‥」にする 

◯ 「子ども」については、今の子どもだけでなく、もっと先を見据えたもので

あることがわかるようにする。 

・ 「未来を担う子どもたちに、そして、さらにその先に‥」など 

・ 「誇りのもてるまちを子どもたちとともに引き継いでいく‥」など 

◯ 「先人の崇高な気風」は、「先人の精神」とする 

３段落目 

◯ ３段落目は長い 

◯ 「市民が自治の主役である」ことを強調して簡潔に 

◯ 「補完性の原理」は難しい、いるのか？ 

・ 市民が主役で次世代のためにまちづくりをする（背骨をとおす） 

・ 「市民が主役」を前面に出す 議会・行政はいらない 

４段落目 

◯ 「先駆的な」はどこに掛かるのか？ いらないのでは 

◯ 「持続可能な社会をめざす」「市民がまちづくりにかかわり」 

条例の位置づけ 

◯ 「規範」という表現はわからない 「‥基本を定め、」でも良い 

◯ 「最高規範」と書く 

◯ 「尊重」と「整合」どっちが良い？ 

◯ 語尾は強く、「尊重しなければならない」とする 

◯ 「市民、議会、市長‥」はいらない 

 

＜「条例の名称」について考えよう！＞ 

区分 内容 

条例の名称 
◯ 「あなたとわたしの自治基本条例（または、まちづくり条例）」 

◯ 「ものづくりのまち みんなでつくる刈谷市自治基本条例」 

 

＜これまでの検討成果を確認しよう！＞ 

区分 内容 

定義 
◯ 「市長その他の執行機関」は、「行政」「市長など」「市役所」では？ 

◯ 議会の役割に「市政の監視」「政策立案」を入れる 

行政評価 ◯ 「第三者機関」を明確にすべき 

情報公開 ◯ 積極的に説明する責務があることを明記する 
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B グループ 

＜「前文・基本理念・条例の位置づけ」について考えよう！＞ 

区分 内容 

前文 

（基本理念） 

１段落目 

◯ 「行き交う」に違和感を感じる 

◯ 城下町を入れて欲しい 

◯ 先人たちの名前を入れるのはダメなんでしょうか 

◯ 歴史的な特徴、徳川家康の生母於大の事を歴史という部分に入れて欲しい 

◯ 進歩的創造の加藤与五郎、大野一造氏（トヨタ系）などの名前は記入してい

けないのか？ 

３段落目 

◯ 「補完性の原理」は一般の人にわかるか不明 

◯ 補完性の原理をわかりやすく説明（定義づけ） 

◯ 地域のことは～補完性の原理のもと 先の前文のほうがわかりやすい 

◯ 「市民が自治の主役」＝「補完性の原理」か？ 

条例の位置づけ 

◯ 市が定める最高規範を明記 

◯ 市は他の条例、規則等はこの条例の趣旨を踏まえ、整合性を図らなければな

らない 

◯ 市はこの条例の定める内容に即して、分野別の条例規則等の体系化を図るも

のとする 

◯ 責務の意味で 

◯ お互いの立場と役割を尊重し、この条例に定める事項を最大限に活かしてい

きます 

 

＜「条例の名称」について考えよう！＞ 

区分 内容 

条例の名称 ◯ あえて「自治基本条例」が良い 

 

＜これまでの検討成果を確認しよう！＞ 

区分 内容 

全体 

◯ 言葉は明確さが必要、あいまいな表現をしない（位置づけの「尊重」など）

◯ 努めるとか、公開するよう努めるとかなど、できる→しなければならない 

◯ ただし書きは入れない！ 

目的 ◯ 責務の定義づけ 

定義 

◯ 市政は定義において議会や行政が担当する取り組み（まちづくりというせま

い意味は入れない事） 

◯ 自治は刈谷市という社会全体のしくみを示す（まちづくりというせまい意味

は入れない事） 

◯ まちづくりの定義づけ 

基本原則 
◯ 市政運営の基本というか安城市（20 条）のような最少の経費で最大の効果の

ような心意気がほしい。 

行政評価 

◯ 客観性の確保の頻度 

◯ 行政評価結果の公表の頻度 

◯ 進捗管理の言葉がむずかしい 

情報公開 ◯ 情報公開は、積極的に広く市民に知らせなければならない 

地域コミュニティ 
◯ コミュニティは刈谷全体になじみがない。遣いなれていない 

◯ 地域コミュニティの区分けは学校区を基本とする 
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区分 内容 

住民投票 

◯ 住民投票と市民投票のどちらが刈谷に適した言葉か？ 

◯ 住民投票に図る場合とは 

① 市長と議会が対立した時 

② 特に重要な事を決める時 

③ 市民から請求があった時（1/50 の住民とか）の人数は必要 

その他 
◯ 強調している文字（太字、下線）はどのような基準で決めたのか？ 

◯ 字体をかえている理由（斜め字他） 

 


